
広野町農業委員会通信 №４ 

農業機械は使用前に必ず点検を行い事故防止に努めましょう！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暑中お見舞い申し上げます 

平素は、農業委員会活動に格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

酷暑の折、皆様の益々のご健勝とご発展を心からお祈り申し上げます。 
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主な記事のご紹介 

P2 農地に関する各種手続き 
P3 農地パトロールについて 
P4 各種お知らせ 
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三
件 

・
農
業
基
盤
整
備
促
進
事
業
に
係
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換
地
計
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同
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・
耕
作
放
棄
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の
非
農
地
判
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・
令
和
二
年
度
広
野
町
標
準
農
業
労
働
賃
金 

相続登記はお済みですか？ 

農地について所有権や賃借権等の権利を相続により 

取得された方は、農業委員会へ届出が必要です。 

 

農地の貸借契約は、農業委員会を通して行いましょう! 
法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは、公に効力が無く、権利や義務を主張できない

ことがあります。 

思わぬトラブルに巻き込まれることもありえます。トラブルをさけるためにも、農地の貸借は、必

ず農業委員会を通して行いましょう!  

農薬の適正使用に配慮してください！ 

 

農薬を散布する際は、近隣農家や 周辺住民とコミュ
ニケーションをとる・風の少ない時間帯に使用する
など周辺環境に配慮しましょう。 

2020 年度 農薬危害防止運動 

一人ひとりの農業者を応援する 

 

農業者の暮らしと経営を応援します 

 

 

 

 

🔵 毎週金曜日発行 🔵 購読料／月額７００円（税込） 🔵 発行所／全国農業会議所 

農業経営と暮らし、農業者年金や地域の話題が満載、ぜひご購読を! 

お問い合わせ 農業委員会事務局 ☎０２４０－２７－４１６３ 

 
豊かな老後生活のために 

加入しませんか農業者年金 

国民年金に上乗せする公的な年金制度です  
1. 農業者なら広く加入できる 

2. 積立方式・確定拠出型で安定した年金財政 

3. 保険料の国庫補助 

4. 保険料は２万円から自由に選択可能 

5. 税制面で大きな優遇 

6. 80 歳までの保証がついた終身年金 

くわしくは農業委員会事務局まで 

農業者年金 
 

農作業中の事故防止について 
農繁期になると農業機械作業による事故が多くなります。 

事故の主な要因として， 
「慣れ・油断による事故」 

「体調・気分による事故」 

「うっかりミスによる事故」等が考えられます。 
常に「安全」を意識し，事故を防ぎましょう。 
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編集/発行 広野町農業委員会 

〒979-0402 広野町大字下北迫字苗代替 35 番地 （広野町役場産業振興課内） 電話 0240（27）4163（直通） 
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2 3 
農地の貸し借りには、農地法第３条によるもののほか、農業経営基盤強化促進法により利用権を設定する方法、 
公的機関である農地中間管理機構を活用する方法があります。 

農地は大切な農業生産基盤です。農地の所有権移転・賃貸借権の設定・形状変更および農地以

外に転用などをされる場合は、事前に農地法による手続きが必要です。 

■農地法第 3 条の許可申請手続きとは? 

農地を農地として売買・贈与・貸し借りを行う場

合、許可が必要です。 

※農地の貸借は農業経営基盤強化促進法の「利用

権設定」でも権利設定ができます。詳細は産業振興

課（☎27-4163）へご相談ください。 

 

■農地法第 4 条の申請許可手続きとは?  

 自分名義の農地を、農地以外にして自分が利用す

る場合、許可が必要です。 

 

■農地法第 5 条の申請許可手続きとは? 

他人名義の農地を買受・借受して農地以外に利用

する場合、許可が必要です。 

 

■農地形状変更に係る届け出とは? 

農地を耕作しやすいようにしたい場合（湿田解消

のためのかさ上げなど）、届け出が必要です。 

■農業用施設等届け出とは?  

自分名義の農地を農業用倉庫・農機具庫などで利

用する場合、届け出が必要です。 

※農業用施設で面積が 200 ㎡（2a）未満に限り届

け出で転用可能。 

 注意 申請および届け出で農業振興地域整備計画 

の「農用地区域」内（農業経営で農業を振興し農

地を保全する区域）で計画する場合は、事前に産

業振興課（☎27-4163）へご相談ください。  

 

■非農地証明願の提出とは? 

登記地目を農地以外に変更する場合、提出が必要

です。ただし、該当筆の現況が農地以外になってい

る（20 年以上）、農地への復元困難などの条件があ

ります。 

 

■農地法第3条の3第1項による届け出とは? 

相続により所有権を取得した場合、届け出が必要

です。届け出を要する権利取得は、相続、法人の合

併・分割、時効などです。 

届け出は、権利取得を知った日から概ね 10 カ月

以内にすることになっています。 

 

申請に関する農業委員会の流れについて 

毎月 7 日（休日の場合は前開庁日）までに申請書類一式を農業委員会事務局に提出していただきます。 

申請内容を事務局で確認後、現地調査を経て、毎月中旬ごろの定例本会議（総会）で審議が行われます。 

定例本会議において許可されると、定例本会議後に許可書を交付いたします。農地法第 4 条申請、第 5 条

申請は知事へ進達され、最短で翌月の月末に許可書交付となります。  

※上記以外でも農地に関することは、お近くの農業委員、農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局

（☎27-4163）まで、ご相談ください。 

農地パトロールにご協力ください 

ほ場整備された約３．９ヘクタールの水田（久保田・宮田地区） 

 農地の利用状況調査（農地パトロール）の実施について 

農地法の規定により毎年町内全域の農地を対象として、利用状況調査を実施します。 

遊休農地である場合は、その土地の所有者や耕作者に対して、農地の適正管理をするよう指導を

行います。令和 2 年度の農地の利用状況調査を、下記のとおり実施いたします。 

 

１ 調査対象：町内全域 

２ 調査期間：令和 2 年 9 月中 

３ 調査方法：農業委員等が農地を見回り、遊休化しているか否かの調査を実施します。 

各農地へ立ち入ることやお話を伺うこともありますので、ご理解とご協力を 

お願いします。 

 

※遊休農地とは？ 

①１年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作されないと見込まれる農地。 

②周辺の農地と比べて低利用となっている農地。 

 

 

各種申請書類は、広野町ホームページからダウンロードできます。 

ホームページアドレス https://www.town.hirono.fukushima.jp/ から  農業委員会  で検索してください。 

 

農地の適正管理をお願いします 

農地の所有者や使用収益者は、農地を適正に利用する責任があります(農地法第２条の 2)。 

遊休農地は、害虫の発生、不法投棄などにより、周辺に悪影響を及ぼすことがあります。 

また、防犯・防火の面でも適正な管理が求められます。農地のお持ちの方は草刈り、除草等を行

い、適正な管理をお願いします。また、農地が荒れてしまう前に、意欲のある耕作者に引き継ぐ

ことも大切です。 

遊休農地を放置すると課税が強化されます 

農地中間管理機構への貸付けの意向を表明せず、自ら耕作を行わないなどにより遊休農地を放置

すると、農業振興地域内の農地は固定資産の課税が強化されます。(農地法に基づき、農業委員

会が農地所有者に対して、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した場合)固定資産税の通

常の農地の価格「正常売買価格×0.55(限界収益率)」が「正常売買価格」に。(結果的に税額が 1.8

倍になります。) 
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